
○
総
務
省
令
第
六
十
六
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
、
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三

十
七
号
）
第
一
条
の
二
第
四
項
、
第
三
条
第
二
項
並
び
に
第
三
項
、
第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
、
第
十
条
第
二
項
第
一
号
た
だ

し
書
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
及

び
ハ
、
第
四
号
並
び
に
第
五
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
七
号
並
び
に
第
二
項
第
三
号
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項

第
四
号
並
び
に
第
三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一

項
ロ
の

規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

総
務
大
臣

菅

義
偉

消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別紙２



第
十
三
条
第
二
項
中
「
障
害
者
支
援
施
設
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。

）
」
を
加
え
る
。

第
二
条

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
の
表
令
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
項
中
「
ロ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も

の
」
に
、
「
ハ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
ニ
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
同
号
イ
中
「

項
」
の
下
に
「
イ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
」
を
加
え
、
「
掲
げ

る
防
火
対
象
物
」
の
下
に
「
（
同
表

項
イ
又
は


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
に
イ
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

防
火
対
象
物
の
部
分
で
令
別
表
第
一

項
ロ
、

項
イ
又
は


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
又
は



項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
を
一
の
防
火
対
象
物
と
み
な

し
て
第
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
収
容
人
員
が
十
人
未
満
の
も
の



第
二
条
の
二
の
二
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
の
三
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
二
、
令
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項

第
七
号
、
令
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
の
六
第
二
項
第
二
号
中
「
耐
火
構
造
」
の
下
に
「
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
居
室
」
の
下
に
「
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
区
画
）

第
十
二
条
の
二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置

さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト



ル
未
満
の
も
の

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
準
耐
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐

火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
壁
及
び
床
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ
て
は
準
不
燃
材
料

（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
準
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
他
の
部
分
に

あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積

が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ

ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
又
は
次
に
定
め
る
構
造
の
も
の
を
設
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
（
イ
オ
ン
化
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
、
光
電
式
感
知
器
及
び



煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ
と
。



居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下
端
の
床
面
か
ら
の
高

さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
。

ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
が

四
以
上
の
居
室
を
含
ま
な
い
こ
と
。

二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ
て
は
準
不
燃
材
料

で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積

が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
（
以

下
「
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の
開
口
部
に
あ
つ
て

は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
若
し
く
は
次
に
定

め
る
構
造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上
の
異
な
つ
た
経
路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る

部
分
の
出
入
口
以
外
の
開
口
部
で
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面
し
、
か
つ
、

そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ
と
。



居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下
端
の
床
面
か
ら
の
高

さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
。



ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
、
防
火
対
象
物
の
十
階
以
下
の
階
に
あ
つ
て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
、
十
一
階
以
上
の
階
に
あ
つ
て
は
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第

三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
五
号

に
規
定
す
る
準
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
（
以
下
「
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
」
を
「
特
定
防
火
設
備

で
あ
る
防
火
戸
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
（
イ
オ
ン
化
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
、
光
電
式
感
知
器
及
び
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。九

の
二

令
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
並
び
に
同
表

項
イ
、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
の
う
ち
同
表

項
ロ
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
（
当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
廊
下
（
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
収
納
設
備
（
そ
の
床
面
積
が
二
平
方
メ

ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
脱
衣
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所



第
十
三
条
第
三
項
第
十
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一

号
」
に
、
「
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
号
」
に
、
「
同
項
第
九
号
」
を
「
同

項
第
十
二
号
」
に
、
「
第
一
項
第
一
号
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号

」
に
、
「
第
一
項
第
一
号
ニ
」
を
「
前
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
ロ
中
「
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
前
項
第

一
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
八
号
」

に
、
「
同
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
同
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号

ま
で
」
に
、
「
第
十
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
中
「
第
十
二
条
第
一

項
第
六
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
感
度
種
別
が
一
種
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
」
の
下
に
「
第
十
三

条
の
五
、
」
を
加
え
る
。



第
十
三
条
の
五
第
七
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
二
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
同
条
第
一
項
第
五
号
の
二
」
を
「
同
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項

と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
四
項
中
「
同
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
に
規
定
」
を
「
第
三
項
に
規
定
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
一
項
中
「
同
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
け
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
と
す
る
。

防
火
対
象
物
の
部
分

種
別

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画

分
の
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部
分

型
ヘ
ッ
ド



延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画

分
の
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部
分

型
ヘ
ッ
ド
又
は
標
準
型
ヘ
ッ
ド

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画

分
の
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト

型
ヘ
ッ
ド
又
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

ル
以
下
の
部
分

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画

分
の
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト

型
ヘ
ッ
ド
若
し
く
は
標
準
型
ヘ
ッ
ド
又
は
開
放
型

ル
以
下
の
部
分

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
十

放
水
型
ヘ
ッ
ド
等

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分

２

前
項
に
規
定
す
る
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
又
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
第
十
三
条
の
三
第
二
項
（
第
一
号
を
除

く
。
）
の
例
に
よ
り
、
標
準
型
ヘ
ッ
ド
は
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
は
前
条
第
三

項
の
例
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
第
三
項
第
四
号
」
を
「
前
条
第
五
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
第
三

号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
を
「
第
四
号
ま
で
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
項
第

五
号
及
び
第
五
号
の
二
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
二

条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
量
」
の
下
に
「
（
令
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
施
設
水

道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
以
下
「
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
一

・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
当
該
同
表
の
個
数
又
は
当
該
設
置
個
数
に
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
数
）
）
」
を
加
え
、
同
号
の
表
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

防
火
対
象
物
の
区
分

個
数

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ

四

ー
ト
ル
未
満
の
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十
以
下
の
防
火
対
象
物
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
延
べ

八



面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
防
火
対
象
物

十
二

第
十
三
条
の
六
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
数
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室

内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支

障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
同
表
の
個
数
又
は
当
該
設
置
個
数
に
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ

て
得
た
数
）
）
と
す
る
こ
と
。

防
火
対
象
物
の
区
分

個
数

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ

四
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数

の
部
分
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

が
四
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当
該

設
置
個
数
）



令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
延
べ
面
積
が
千
平

最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る
ス
プ
リ
ン

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
階
を
除
く
階
数
が
十
以

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
に
一
・
六
を
乗
じ
た

下
の
も
の
及
び
舞
台
部
が
十
階
以
下
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物

数

舞
台
部
が
十
一
階
以
上
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
最

も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数

第
十
三
条
の
六
第
二
項
第
二
号
中
「
個
数
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、

最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
（
当
該
個
数
が
四
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
）
）

」
を
、
「
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
二
メ
ガ
パ

ス
カ
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇

五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
）
」
を
加
え
、
「
以
上
で
放
水
」
を
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は

、
十
五
リ
ッ
ト
ル
毎
分
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓

台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ



て
は
、
三
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
）
）
以
上
で
有
効
に
放
水
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
ヘ
ッ
ド
の
個
数
」
を
「
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
」
に
、
「
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
」
を
「
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
」
に
改
め
、
「
当
該
設
置
個

数
」
の
下
に
「
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
（
当
該
個
数
が
四
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
）
」
を
、
「
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
」
の
下
に
「
（
特
定

施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ

い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
）
」
を
加
え
、
「
以
上
で

放
水
」
を
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
十
五
リ
ッ
ト
ル
毎
分
（
壁
及
び
天
井
（
天
井

の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）

の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
）
）
以
上
で
有
効

に
放
水
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
舞
台
部
の
存
す
る
階
で
、
舞
台
部
の
」
を
「
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
存
す

る
階
で
、
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
二
次
側
配
管
」
の
下
に
「
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は



そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
舞
台
部
」
の
下
に
「
又
は
居
室
」
を
加
え
、
同
号

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
火
災
時
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
居
室
の
放
水
区
域
の
数
を
五
以
上
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
床
面
」
を
「
床
面
」
に
改
め
、
「
箇
所
に
」
の
下
に
「
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
た
だ
し
」
の
下

に
「
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
自
動
警
報
装
置
を
」
を
加
え
、
「
、
音
響
警
報
装
置
を

」
を
「
音
響
警
報
装
置
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
流
水
検
知
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
呼
水
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
で
そ
の
放
水
圧
力
及
び
放
水
量
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
末
端
試
験
弁
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
イ

中
「
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ

中
「
一
斉
開
放
弁
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
手
動
式
開
放
弁
又
は
一
斉
開
放
弁
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六

号
」
の
下
に
「
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
係
る
配
管
、
管
継
手
及
び
バ
ル
ブ
類
に
あ
つ
て
は
、
消
防
庁
長

官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第

十
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
号
ヘ
か
ら
チ
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
二
十



一
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
十
一

条
第
一
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
障
害
者
支
援
施
設
」
の
下
に
「
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
若
し



く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
に
お
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
及
び
自
動
火
災
報
知
器
に
係
る
技
術
上
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条

の
三
、
第
十
三
条
の
五
、
第
十
三
条
の
六
、
第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二

十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
号

）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
消
防
法
施
行
令
別
表
第
一

項
ロ
の
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者

を
入
所
さ
せ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
肢
体
不
自
由
者
更
生
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重

い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
視
覚
障
害
者
更
生
施
設
、
聴
覚
・
言
語
障
害
者
更
生
施
設
、
内
部
障
害
者
更
生
施

設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
身
体
障
害
者
療
護
施
設
及
び
身
体
障
害
者

授
産
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。



消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
階
の
部
分
等
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
階
の
部
分
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
老

２

令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
老

人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老

人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老

人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に
あ
る
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る

人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に
あ
る
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る

。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
救
護
施
設
、
乳
児
院
、
知
的
障
害
児
施
設
、

。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
救
護
施
設
、
乳
児
院
、
知
的
障
害
児
施
設
、

盲
ろ
う
あ
児
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所

盲
ろ
う
あ
児
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所

施
設
を
除
く
。
）
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

施
設
を
除
く
。
）
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支

援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。

援
施
設

）
と
す
る
。

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）



消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
収
容
人
員
の
算
定
方
法
）

（
収
容
人
員
の
算
定
方
法
）

第
一
条
の
三

令
第
一
条
の
二
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
収
容
人
員
の
算

第
一
条
の
三

令
第
一
条
の
二
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
収
容
人
員
の
算

定
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

定
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

防
火
対
象
物
の
区
分

算
定
方
法

防
火
対
象
物
の
区
分

算
定
方
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

従
業
者
の
数
と
、
老
人
、
乳
児

従
業
者
の
数
と
、
老
人
、
乳
児

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ

、
幼
児
、
身
体
障
害
者
、
知
的

ロ
に
掲
げ
る
も
の

、
幼
児
、
身
体
障
害
者
、
知
的

令
別
表
第
一

項
に

る
も
の

障
害
者
そ
の
他
の
要
保
護
者
の

令
別
表
第
一

項
に

障
害
者
そ
の
他
の
要
保
護
者
の

掲
げ
る
防
火
対
象
物

数
と
を
合
算
し
て
算
定
す
る
。

掲
げ
る
防
火
対
象
物

数
と
を
合
算
し
て
算
定
す
る
。

教
職
員
の
数
と
、
幼
児
、
児
童

教
職
員
の
数
と
、
幼
児
、
児
童

ニ
に
掲
げ
る
も
の

又
は
生
徒
の
数
と
を
合
算
し
て

ハ
に
掲
げ
る
も
の

又
は
生
徒
の
数
と
を
合
算
し
て

算
定
す
る
。

算
定
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

（
防
火
管
理
上
必
要
な
業
務
を
適
切
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に



お
け
る
防
火
管
理
者
の
資
格
）

お
け
る
防
火
管
理
者
の
資
格
）

第
二
条
の
二

令
第
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

第
二
条
の
二

令
第
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
次

二

そ
の
管
理
に
つ
い
て
権
原
が
分
か
れ
て
い
る
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
部
分
を
有
す
る
も
の

に
掲
げ
る
部
分
を
有
す
る
も
の

イ

防
火
対
象
物
の
部
分
で
令
別
表
第
一

項
ロ
、

項
イ
又
は


項

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
又
は


項
に
掲
げ
る
防
火
対

象
物
に
あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
の

う
ち
、
当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
を
一
の
防
火
対
象
物
と
み
な
し
て
第

一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
収

容
人
員
が
十
人
未
満
の
も
の

ロ

防
火
対
象
物
の
部
分
で
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ

イ

防
火
対
象
物
の
部
分
で
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま
で
、

項
イ

、

項
イ
、
ハ
若
し
く
は
ニ
、

項
イ
、

項
イ
又
は


項
に
掲
げ

、

項

、

項
イ
、

項
イ
又
は


項
に
掲
げ

る
防
火
対
象
物
（
同
表

項
イ
又
は


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に

る
防
火
対
象
物

あ
つ
て
は
、
同
表

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る

部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、

の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、

当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
を
一
の
防
火
対
象
物
と
み
な
し
て
第
一
条
の

当
該
防
火
対
象
物
の
部
分
を
一
の
防
火
対
象
物
と
み
な
し
て
第
一
条
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
収
容
人
員

三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
収
容
人
員

が
三
十
人
未
満
の
も
の

が
三
十
人
未
満
の
も
の

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）



三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
乙
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
防
火
管
理
者
と
す
る
こ
と

（
乙
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
防
火
管
理
者
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
防
火
対
象
物
の
部
分
）

が
で
き
る
防
火
対
象
物
の
部
分
）

第
二
条
の
二
の
二

令
第
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
の

第
二
条
の
二
の
二

令
第
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
の

部
分
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

部
分
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
）

（
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
）

第
四
条
の
二
の
三

令
第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
、
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第

第
四
条
の
二
の
三

令
第
四
条
の
二
の
二
第
二
号
、
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第

七
号
、
令
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号

及
び
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第

六
号
の
二
、
令
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
令
第
三
十
六
条
第
二
項
第

三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
は
、
建
築

三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
避
難
上
有
効
な
構
造
を
有
す
る
場
合
は
、
建
築

基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条

基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条

及
び
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
避
難
階
段
（
屋
内
に
設
け
る
も
の
で
消
防

及
び
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
避
難
階
段
（
屋
内
に
設
け
る
も
の
で
消
防

庁
長
官
が
定
め
る
部
分
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
別
避
難
階
段
で

庁
長
官
が
定
め
る
部
分
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
特
別
避
難
階
段
で

あ
る
場
合
と
す
る
。

あ
る
場
合
と
す
る
。

（
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
）

（
防
火
対
象
物
の
点
検
基
準
）

第
四
条
の
二
の
六

（
略
）

第
四
条
の
二
の
六

（
略
）

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
防

２

法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
防
火
対
象
物
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
、
同
項
第
一

火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
う
ち
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
以
外
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
以
外
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る

二

開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造

耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
又
は
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場

の
床
又
は
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
が
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま

合
に
お
い
て
、
そ
の
区
画
さ
れ
た
部
分
が
令
別
表
第
一

項
か
ら

項
ま

で
、

項
イ
、

項
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

で
、

項
イ
、

項
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
区
画
さ
れ
た
部
分

れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
区
画
さ
れ
た
部
分

（
地
下
街
等
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
等
）

（
地
下
街
等
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
器
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

令
第
十
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
地
階
、
無
窓

２

令
第
十
条
第
二
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
地
階
、
無
窓

階
そ
の
他
の
場
所
は
、
換
気
に
つ
い
て
有
効
な
開
口
部
の
面
積
が
床
面
積
の

階
そ
の
他
の
場
所
は
、
換
気
に
つ
い
て
有
効
な
開
口
部
の
面
積
が
床
面
積
の

三
十
分
の
一
以
下
で
、
か
つ
、
当
該
床
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の

三
十
分
の
一
以
下
で
、
か
つ
、
当
該
床
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の

地
階
、
無
窓
階
又
は
居
室
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
居
室

地
階
、
無
窓
階
又
は
居
室

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。

と
す
る
。

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
防
火
区
画
）

第
十
二
条
の
二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定

め
る
構
造
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に

応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の

部
分
に
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

次
に
定
め



る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
準
耐
火
構
造
（
建
築
基

準
法
第
二
条
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
準
耐
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
壁
及
び
床
で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く

。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ

て
は
準
不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る

準
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て

は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
防
火
戸
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以

外
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時

開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
又
は
次
に
定
め
る
構

造
の
も
の
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
（
イ
オ
ン
化
式

ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
、
光
電
式
感
知
器
及
び
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

感
知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ

と
。



居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に



設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、

自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下

端
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
が
四
以
上
の
居
室
を
含
ま
な

い
こ
と
。

二

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は

そ
の
部
分
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
区
画
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
居
室
を
耐
火
構
造
の
壁
及
び
床

で
区
画
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く

。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ

て
は
準
不
燃
材
料
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
難
燃
材
料
で
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

区
画
す
る
壁
及
び
床
の
開
口
部
の
面
積
の
合
計
が
八
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
一
の
開
口
部
の
面
積
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規



定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
（
以
下
「
特
定
防
火
設
備
で
あ

る
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の

開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随
時
開
く

こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
き
の
も
の
若
し
く
は
次
に
定
め
る
構

造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上
の
異
な
つ
た
経

路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
出
入
口
以
外
の
開
口
部
で

、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面
し

、
か
つ
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け

る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
の
作
動
と
連
動

し
て
閉
鎖
す
る
こ
と
。



居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に

設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
直
接
手
で
開
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、

自
動
的
に
閉
鎖
す
る
部
分
を
有
し
、
そ
の
部
分
の
幅
、
高
さ
及
び
下

端
の
床
面
か
ら
の
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ホ

区
画
さ
れ
た
部
分
す
べ
て
の
床
の
面
積
が
、
防
火
対
象
物
の
十
階
以

下
の
階
に
あ
つ
て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
、
十
一
階
以
上
の
階
に

あ
つ
て
は
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
階
の
部
分
等
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
階
の
部
分
等
）



第
十
三
条

令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二

第
十
三
条

令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号

号
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た

ま
で

の
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た

防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
、

項
及
び

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
、

項
及
び

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象

物
並
び
に
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
同
表

項
、

項
又
は

項

物
並
び
に
同
表

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
同
表

項
、

項
又
は

項

ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く

ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
を
除
く

。
）
の
階
（
地
階
及
び
無
窓
階
を
除
く
。
）
の
部
分
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

。
）
の
階
（
地
階
及
び
無
窓
階
を
除
く
。
）
の
部
分
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
、
次
に
該
当
す
る
も
の

一

耐
火
構
造
の
壁
及
び
床
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
、
次
に
該
当
す
る
も
の

イ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

イ

壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く

面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く

。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ

。
）
の
仕
上
げ
を
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
に
あ
つ

て
は
準
不
燃
材
料

て
は
準
不
燃
材
料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る

で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て

準
不
燃
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て

は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

は
難
燃
材
料
で
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

ロ
の
開
口
部
に
は
、
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸

ハ

ロ
の
開
口
部
に
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
（
以
下
「
特
定
防
火
設
備
で
あ

（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の

る
防
火
戸
」
と
い
う
。
）
（
廊
下
と
階
段
と
を
区
画
す
る
部
分
以
外
の

部
分
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随

部
分
の
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
除
く
。
）
で
、
随

時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
の
も
の
若
し
く
は
次
に
定
め

時
開
く
こ
と
が
で
き
る
自
動
閉
鎖
装
置
付
の
も
の
若
し
く
は
次
に
定
め

る
構
造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上
の
異
な
つ

る
構
造
の
も
の
又
は
鉄
製
網
入
り
ガ
ラ
ス
入
り
戸
（
二
以
上
の
異
な
つ

た
経
路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
出
入
口
以
外
の
開
口

た
経
路
に
よ
り
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
出
入
口
以
外
の
開
口



部
で
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に

部
で
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に

面
し
、
か
つ
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に

面
し
、
か
つ
、
そ
の
面
積
の
合
計
が
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に

設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。



随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器



随
時
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
煙
感
知
器
（
イ
オ
ン
化
式

ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
、
光
電
式
感
知
器
及
び
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ

感
知
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
作
動
と
連
動
し
て
閉
鎖
す
る
こ

と
。

と
。



（
略
）



（
略
）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
老

人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老

人
ホ
ー
ム
（
主
と
し
て
要
介
護
状
態
に
あ
る
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る

。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
救
護
施
設
、
乳
児
院
、
知
的
障
害
児
施
設
、

盲
ろ
う
あ
児
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く
。
）
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
（
通
所

施
設
を
除
く
。
）
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支

援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。

）
と
す
る
。

２

令
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
す
る
。

に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）



九
の
二

令
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
並
び
に
同
表

項
イ

、


項
及
び


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
同
表

項
ロ
の
用

途
に
供
さ
れ
る
部
分
（
当
該
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
延
べ
面
積
が

千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
の
廊
下
（
第
六
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
、
収
納
設
備
（
そ
の
床
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
脱
衣
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所

十
・
十
の
二

（
略
）

十
・
十
の
二

（
略
）

十
一

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び

十
一

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
十
一
号
の
防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
、

項
及
び

項
イ
に
掲

第
八
号

の
防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
、

項
及
び

項
イ
に
掲

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
号
の
防
火
対
象

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
七
号
の
防
火
対
象

物
並
び
に
同
項
第
十
二
号
の
防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ

物
並
び
に
同
項
第
九
号

の
防
火
対
象
物
（
令
別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ

る
も
の
に
限
る
。
）
の
階
（
地
階
又
は
無
窓
階
を
除
く
。
）
の
部
分
（
令

る
も
の
に
限
る
。
）
の
階
（
地
階
又
は
無
窓
階
を
除
く
。
）
の
部
分
（
令

別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
を
除

別
表
第
一

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
を
除

く
。
）
で
、
前
項
第
一
号
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号

の
防
火
対
象

く
。
）
で
、
第
一
項
第
一
号
（
令
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
防
火
対
象

物
（
令
別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
同
表


物
（
令
別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
同
表


項
か
ら

項
ま
で
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ

項
か
ら

項
ま
で
又
は

項
イ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ

る
部
分
が
存
し
な
い
十
階
以
下
の
階
に
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前

る
部
分
が
存
し
な
い
十
階
以
下
の
階
に
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第

項
第
一
号
ニ

中
「
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
百
平
方

一
項
第
一
号
ニ
中
「
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
百
平
方

メ
ー
ト
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る

メ
ー
ト
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る

も
の

も
の

十
二

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
令
別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る
防

十
二

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
令
別
表
第
一

項
イ
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
（
地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）
の
階
（

火
対
象
物
（
地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）
の
階
（



地
階
及
び
無
窓
階
を
除
く
。
）
の
同
表

項
、

項
、

項
ロ
又
は

項

地
階
及
び
無
窓
階
を
除
く
。
）
の
同
表

項
、

項
、

項
ロ
又
は

項

か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
う
ち

か
ら

項
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
う
ち

、
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
壁
及
び

、
こ
れ
ら
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
以
外
の
部
分
と
耐
火
構
造
の
壁
及
び

床
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

床
で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

イ
の
開
口
部
に
は
、
前
項
第
一
号
ハ

に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
で

ロ

イ
の
開
口
部
に
は
、
第
一
項
第
一
号
ハ
に
定
め
る
特
定
防
火
設
備
で

あ
る
防
火
戸
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
防
火
戸
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
標
準
型
ヘ
ッ
ド
等
）

（
標
準
型
ヘ
ッ
ド
等
）

第
十
三
条
の
二

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
の

第
十
三
条
の
二

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
の

表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別

表
の
下
欄
に
定
め
る
距
離
と
な
る
よ
う
に
設
け
る
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及

び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令

び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
（
令

別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
に
限
る
。
）
に
設
け
る
も

別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
に
限
る
。
）
に
設
け
る
も

の
に
あ
つ
て
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
と
し
、
同
条
第
一
項
第
八

の
に
あ
つ
て
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
と
し
、
同
条
第
一
項
第
六

号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
か
ら
第

号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
（
令
別
表
第
一


九
号
ま
で

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
（
令
別
表
第
一


項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
舞
台
部
を
除
く
。
）
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て

は
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
閉
鎖
型
ス
プ

は
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
閉
鎖
型
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
自
治

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
自
治

省
令
第
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
同
条
第
一
号

省
令
第
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
同
条
第
一
号

の
二
に
規
定
す
る
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
令
第
十
二
条

の
二
に
規
定
す
る
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
令
第
十
二
条



の
感
度
の
種
別
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い

の
感
度
の
種
別
（
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
の
六
第
一
項
に
お
い

て
「
感
度
種
別
」
と
い
う
。
）
が
一
種
で
あ
る
も
の
又
は
同
令
第
十
四
条
の

て
「
感
度
種
別
」
と
い
う
。
）
が
一
種
で
あ
る
も
の
又
は
同
令
第
十
四
条
の

有
効
散
水
半
径
（
次
項
、
第
三
項
及
び
第
十
三
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
「

有
効
散
水
半
径
（
次
項
、
第
三
項
及
び
第
十
三
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「

有
効
散
水
半
径
」
と
い
う
。
）
が
二
・
三
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

有
効
散
水
半
径
」
と
い
う
。
）
が
二
・
三
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
、
第
十
三
条
の
五
、
第
十
三
条
の
六
及
び
第
三
十
条
の
三
に
お
い
て
同
じ

条
、
第
十
三
条
の
五
、
第
十
三
条
の
六
及
び
第
三
十
条
の
三
に
お
い
て
同
じ

。
）
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
表
の
総
務
省
令
で
定
め
る
距
離
は
、
次

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
表
の
総
務
省
令
で
定
め
る
距
離
は
、
次

の
式
に
よ
り
求
め
た
値
と
す
る
。

の
式
に
よ
り
求
め
た
値
と
す
る
。

Ｒ
＝
Ｘ
ｒ

Ｒ
＝
Ｘ
ｒ

Ｒ
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
ま
で
の
水
平
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル

Ｒ
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
ま
で
の
水
平
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル

）

）

ｒ
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
有
効
散
水
半
径

ｒ
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
有
効
散
水
半
径

Ｘ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に

Ｘ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値

応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

Ｘ
の
値

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

Ｘ
の
値

令
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

〇
・
七
五

令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

〇
・
七
五

令
第
十
二
条
第
一
項
第
三

耐
火
建
築
物
（
建
築
基

〇
・
九

令
第
十
二
条
第
一
項
第
二

耐
火
建
築
物
（
建
築
基

〇
・
九

号
、
第
四
号
及
び
第
十
号

準
法
第
二
条
第
九
号
の

号
、
第
三
号
及
び
第
七
号

準
法
第
二
条
第
九
号
の

か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲

二
に
規
定
す
る
耐
火
建

か
ら
第
九
号
ま
で

に
掲

二
に
規
定
す
る
耐
火
建

げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ

築
物
を
い
う
。
以
下
同

げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ

築
物
を
い
う
。
以
下
同

の
部
分
（
令
別
表
第
一


じ
。
）
以
外
の
建
築
物

の
部
分
（
令
別
表
第
一


じ
。
）
以
外
の
建
築
物



項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

の
舞
台
部
を
除
く
。
）

耐
火
建
築
物

一

の
舞
台
部
を
除
く
。
）

耐
火
建
築
物

一

４

（
略
）

４

（
略
）

（
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
等
）

（
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
等
）

第
十
三
条
の
三

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

第
十
三
条
の
三

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

イ
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
令
別
表
第

イ
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
令
別
表
第

一

項
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防

一

項
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
同
表

項
に
掲
げ
る
防

火
対
象
物
の
同
表

項
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

火
対
象
物
の
同
表

項
若
し
く
は

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
用
途
に
供

さ
れ
る
部
分
に
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ

さ
れ
る
部
分
に
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ

ッ
ド
（
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

ッ
ド
（
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令

第
二
条
第
一
号
の
二
の
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
感
度
種
別
が
一
種
で
あ

第
二
条
第
一
号
の
二
の
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
感
度
種
別
が
一
種
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
第
十
三
条
の
五
、
第
十
三
条
の
六
及
び
第
十
四
条
に
お
い

る
も
の
に
限
る
。

第
十
三
条
の
六
及
び
第
十
四
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
側
壁
型
ヘ
ッ
ド
（
同
令
第
二
条
第
二
号
の
側
壁
型
ヘ
ッ
ド

て
同
じ
。
）
又
は
側
壁
型
ヘ
ッ
ド
（
同
令
第
二
条
第
二
号
の
側
壁
型
ヘ
ッ
ド

の
う
ち
、
感
度
種
別
が
一
種
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
三
条
の
六
に
お
い

の
う
ち
、
感
度
種
別
が
一
種
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
三
条
の
六
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る

て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
等
に
設
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
等
）

（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
等
に
設
け
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
等
）

第
十
三
条
の
五

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別

第
十
三
条
の
五

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
け
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲



げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ

ド
と
す
る
。

防
火
対
象
物
の
部
分

種
別

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
防
火

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
床
面
か
ら
天
井
ま

ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ

で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部
分

ド

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
防
火

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
床
面
か
ら
天
井
ま

ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ

で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部
分

ド
又
は
標
準
型
ヘ
ッ
ド

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
防
火

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
床
面
か
ら
天
井
ま

ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ

で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト
ル

ド
又
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク

以
下
の
部
分

ラ
ー
ヘ
ッ
ド

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
防
火

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ

対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
床
面
か
ら
天
井
ま

ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ

で
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
十
メ
ー
ト
ル

ド
若
し
く
は
標
準
型
ヘ
ッ
ド

以
下
の
部
分

又
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

ー
ヘ
ッ
ド

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
床
面
か
ら
天
井
ま
で

放
水
型
ヘ
ッ
ド
等

の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分

２

前
項
に
規
定
す
る
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
又
は
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ

ド
は
第
十
三
条
の
三
第
二
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
例
に
よ
り
、
標
準
型



ヘ
ッ
ド
は
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
例
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等

は
前
条
第
三
項
の
例
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
次
項

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
（
次
項

及
び
第
五
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い

及
び
第
三
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い

て
「
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
も
の
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン

て
「
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
も
の
は
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
有
効
散
水
半
径
が
二
・
三
で
あ
つ

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
（
有
効
散
水
半
径
が
二
・
三
で
あ
つ

て
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
第

て
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
第

三
条
第
二
項
の
ヘ
ッ
ド
の
呼
び
が
二
十
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

三
条
第
二
項
の
ヘ
ッ
ド
の
呼
び
が
二
十
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

４

（
略
）

２

（
略
）

５

第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
型
ヘ
ッ
ド
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

３

第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
型
ヘ
ッ
ド
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

６

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

４

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
設
け

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に
設
け

る
も
の
は
、
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
あ
つ
て
床
面

る
も
の
は
、
店
舗
、
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
あ
つ
て
床
面

か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
及
び
地
下
道
で
あ
つ

か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
及
び
地
下
道
で
あ
つ

て
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
あ
つ
て
は

て
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
に
あ
つ
て
は

放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク

放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
と
す
る
。

ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
と
す
る
。

７

令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
防
火
対
象
物
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
ス

５

令
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
対
象
物
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
標
準
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
次
に
定
め
る

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
標
準
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
次
に
定
め
る



と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
に
あ
つ
て
は
前
条
第
三
項
の
規
定
の
例

と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
に
あ
つ
て
は
前
条
第
三
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

８

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

６

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
種
別
の
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
七
号

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に

ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
同
条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
に

設
け
る
も
の
は
、
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部

設
け
る
も
の
は
、
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部

分
に
あ
つ
て
は
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
閉
鎖

分
に
あ
つ
て
は
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
と
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
閉
鎖

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
と
す
る
。

型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
と
す
る
。

９

令
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号

の
防
火
対
象
物
に
は
、
前
項
に
規
定
す

７

令
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
防
火
対
象
物
に
は
、
前
項
に
規
定
す

る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
標
準
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
次
に
定

る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
、
標
準
型
ヘ
ッ
ド
に
あ
つ
て
は
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
に
あ
つ
て
は
前
条
第
三
項
の
規
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
水
型
ヘ
ッ
ド
等
に
あ
つ
て
は
前
条
第
三
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
例
に
よ
り
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
水
源
の
水
量
等
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
水
源
の
水
量
等
）

第
十
三
条
の
六

令
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
水
量
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

第
十
三
条
の
六

令
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
水
量
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
算
出
す
る
も
の
と

ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
算
出
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場

一

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
標
準
型
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場

合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
ス
プ
リ

合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
（
乾
式
又

ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
（
乾
式
又

は
予
作
動
式
の
流
水
検
知
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

は
予
作
動
式
の
流
水
検
知
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設



備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
個

備
に
あ
つ
て
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
個

数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当

数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
で
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当

該
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数

該
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数

が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
設
置

が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
設
置

個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
の
う
ち
、

個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
（
ラ
ッ
ク
式
倉
庫
の
う
ち
、

等
級
が
Ⅲ
又
は
Ⅳ
の
も
の
で
あ
つ
て
前
条
第
五
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

等
級
が
Ⅲ
又
は
Ⅳ
の
も
の
で
あ
つ
て
前
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

水
平
遮
へ
い
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
・
二
八
立
方
メ

水
平
遮
へ
い
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
二
・
二
八
立
方
メ

ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
三
・
四
二
立
方
メ
ー
ト
ル
）
を
乗

ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
三
・
四
二
立
方
メ
ー
ト
ル
）
を
乗

じ
て
得
た
量
と
す
る
こ
と
。

じ
て
得
た
量
と
す
る
こ
と
。

防
火
対
象
物
の
区
分

個

数

防
火
対
象
物
の
区
分

個

数

令
第
十
二
条

令
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ

令
第
十
二
条

令
別
表
第
一

項
に
掲
げ
る
防

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ

第
一
項
第
一

火
対
象
物
及
び
同
表

項
イ
に

ド
に
あ
つ
て
は
、
十
二

第
一
項
第
一

火
対
象
物
及
び
同
表

項
イ
に

ド
に
あ
つ
て
は
、
十
二

号
か
ら
第
四

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
同

）

号
か
ら
第
三

掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
う
ち
同

）

号
ま
で
及
び

表

項
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部

号
ま
で
、
第

表

項
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部

第
十
号
か
ら

分
が
存
す
る
も
の

七
号
か
ら
第

分
が
存
す
る
も
の

第
十
二
号
ま

そ
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十

十
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド

九
号
ま
で

そ
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十

十
（
高
感
度
型
ヘ
ッ
ド

で
に
掲
げ
る

他
の

以
下
の
防
火
対
象
物

に
あ
つ
て
は
、
八
）

に
掲
げ
る

他
の

以
下
の
防
火
対
象
物

に
あ
つ
て
は
、
八
）

防
火
対
象
物

も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ

防
火
対
象
物

も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ

一
以
上
の
防
火
対
象
物

ド
に
あ
つ
て
は
、
十
二

一
以
上
の
防
火
対
象
物

ド
に
あ
つ
て
は
、
十
二

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ

令
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二

十
五
（
高
感
度
型
ヘ
ッ



の
防
火
対
象
物

ド
に
あ
つ
て
は
、
十
二

の
防
火
対
象
物

ド
に
あ
つ
て
は
、
十
二

）

）

令
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
指
定
可
燃
物
を

二
十
（
標
準
型
ヘ
ッ
ド

令
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
指
定
可
燃
物
を

二
十
（
標
準
型
ヘ
ッ
ド

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
四
に
定

の
う
ち
感
度
種
別
が
一

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
別
表
第
四
に
定

の
う
ち
感
度
種
別
が
一

め
る
数
量
の
千
倍
以
上
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱

種
の
も
の
に
あ
つ
て
は

め
る
数
量
の
千
倍
以
上
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱

種
の
も
の
に
あ
つ
て
は

う
も
の

、
十
六
）

う
も
の

、
十
六
）

二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る

二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る

場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
ス
プ

場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
以
上
で

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
以
上
で

あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
同
表
の
個
数
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の

あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
同
表
の
個
数
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の

設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は

設
置
個
数
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
に
満
た
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は

当
該
設
置
個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
（
令

当
該
設
置
個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量

第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
備
（
以
下
「
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
」

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井

の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、

窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火

災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
同
表
の
個

数
又
は
当
該
設
置
個
数
に
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
数
）
）

と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。

防
火
対
象
物
の
区
分

個
数

防
火
対
象
物
の
区
分

個
数

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

四

地
階
を
除
く
階
数
が
十
以
下
の
防
火
対
象
物

八



又
は
そ
の
部
分
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
防
火
対
象
物

十
二

地
階
を
除
く
階
数
が
十
以
下
の
防
火
対
象
物
（
令
第
十
二
条
第
一

八

項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

地
階
を
除
く
階
数
が
十
一
以
上
の
防
火
対
象
物

十
二

三

（
略
）

三

（
略
）

四

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄

四

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
舞
台
部

に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
個
数
に

が
防
火
対
象
物
の
十
階
以
下
の
階
に
存
す
る
と
き
は
、
最
大
の
放
水
区
域

、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
（
特
定
施
設
水
道

に
設
置
さ
れ
る
ヘ
ッ
ド
の
個
数
に
一
・
六
を
乗
じ
て
得
た
個
数
、
舞
台
部

連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
（
壁

が
防
火
対
象
物
の
十
一
階
以
上
の
階
に
存
す
る
と
き
は
、
ヘ
ッ
ド
の
設
置

及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る

個
数
が
最
も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
・
六
立

部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕

方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
量
と
す
る
こ
と
。

上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
当
該
同
表
の
個
数
又
は
当
該
設
置
個
数
に
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト
ル
を
乗

じ
て
得
た
数
）
）
と
す
る
こ
と
。

防
火
対
象
物
の
区
分

個
数

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
九
号
に

四
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ

掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
で
延
べ

ド
の
設
置
個
数
が
四
に
満
た

面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
、
当

該
設
置
個
数
）

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
防
火

最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ

対
象
物
（
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未

れ
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ



満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
地
階
を
除
く

ド
の
個
数
に
一
・
六
を
乗
じ

階
数
が
十
以
下
の
も
の
及
び
舞
台
部
が
十
階

た
数

以
下
の
階
に
存
す
る
防
火
対
象
物

舞
台
部
が
十
一
階
以
上
の
階
に
存
す
る
防
火

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の

対
象
物

設
置
個
数
が
最
も
多
い
階
に

お
け
る
当
該
設
置
個
数

２

令
第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

２

令
第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

性
能
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
、

性
能
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
種
別
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド

前
項
第

二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド

前
項
第

二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
個
数
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型

二
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
個
数

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
（
当
該
個
数
が
四
以
上
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
四
）
）
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に

、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
二

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根

）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部

分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
）
）
以
上
で
、
か
つ

以
上
で
、
か
つ

、
放
水
量
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク

、
放
水
量
が
五
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
で
放
水



ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
十
五
リ
ッ
ト
ル
毎
分
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓

台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災

予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
リ
ッ
ト
ル

毎
分
）
）
以
上
で
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能

す
る
こ
と
が
で
き
る
性
能

三

（
略
）

三

（
略)

四

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る

四

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
（
舞
台
部
が
防
火
対
象
物
の
十
一
階
以

ヘ
ッ
ド
の
個
数

（
舞
台
部
が
防
火
対
象
物
の
十
一
階
以

上
の
階
に
存
す
る
と
き
は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド

の
設
置
個
数
が
最

上
の
階
に
存
す
る
と
き
は
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
設
置
個
数
が
最

も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン

も
多
い
階
に
お
け
る
当
該
設
置
個
数

ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
最
大
の
放
水
区
域
に
設
置
さ
れ
る
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
個
数
（
当
該
個
数
が
四
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
）

）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧

）
を
同
時
に
使
用
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
端
に
お
い
て
、
放
水
圧

力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル

設
備
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓

台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災

予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
〇
五
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
）
）
以
上
で
、
か
つ
、
放
水
量
が
八
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
（
特
定

以
上
で
、
か
つ
、
放
水
量
が
八
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
で

施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
十
五
リ
ッ
ト
ル

放
水

毎
分
（
壁
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
屋
根
）
の
室
内

に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く



。
）
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
火
災
予
防
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
三
十
リ
ッ
ト
ル
毎
分
）
）
以
上
で
有
効
に
放
水
す
る
こ
と

す
る
こ
と

が
で
き
る
性
能

が
で
き
る
性
能

五

（
略
）

五

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
十
四
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設

第
十
四
条

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設

置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

一

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

一
斉
開
放
弁
又
は
手
動
式
開
放
弁
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

一
斉
開
放
弁
又
は
手
動
式
開
放
弁
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と

。

。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

一
斉
開
放
弁
の
起
動
操
作
部
又
は
手
動
式
開
放
弁
は
、
開
放
型
ス
プ

ハ

一
斉
開
放
弁
の
起
動
操
作
部
又
は
手
動
式
開
放
弁
は
、
舞
台
部
の
存

リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
存
す
る
階
で
、
火
災
の
と
き
容
易
に
接
近
す
る

す
る
階
で
、
舞
台
部
の

火
災
の
と
き
容
易
に
接
近
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
一

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
床
面
か
ら
の
高
さ
が
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
一

・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
箇
所
に
設
け
る
こ
と
。

ニ

一
斉
開
放
弁
又
は
手
動
式
開
放
弁
の
二
次
側
配
管
（
令
第
十
二
条
第

ニ

一
斉
開
放
弁
又
は
手
動
式
開
放
弁
の
二
次
側
配
管

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
設
置
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
部
分
に
は
、
当
該
放
水
区
域
に
放
水
す
る
こ
と
な
く
当

の
部
分
に
は
、
当
該
放
水
区
域
に
放
水
す
る
こ
と
な
く
当

該
弁
の
作
動
を
試
験
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

該
弁
の
作
動
を
試
験
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）



二

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

二

開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の

放
水
区
域
の
数
は
、
一
の
舞
台
部
又
は
居
室
に
つ
き
四
以
下
と
し
、
二
以

放
水
区
域
の
数
は
、
一
の
舞
台
部

に
つ
き
四
以
下
と
し
、
二
以

上
の
放
水
区
域
を
設
け
る
と
き
は
、
火
災
を
有
効
に
消
火
で
き
る
よ
う
に

上
の
放
水
区
域
を
設
け
る
と
き
は
、
火
災
を
有
効
に
消
火
で
き
る
よ
う
に

隣
接
す
る
放
水
区
域
が
相
互
に
重
複
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

隣
接
す
る
放
水
区
域
が
相
互
に
重
複
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

火
災
時
に
有
効
に
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
居
室
の

放
水
区
域
の
数
を
五
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

制
御
弁
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

三

制
御
弁
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

制
御
弁
は
、
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン

イ

制
御
弁
は
、
開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
備
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
除
く

ク
ラ
ー
設
備

。
）
に
あ
つ
て
は
放
水
区
域
ご
と
に
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ

に
あ
つ
て
は
放
水
区
域
ご
と
に
、
閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ

ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ

ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

ン
ク
ラ
ー
設
備
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
防
火
対
象
物
の
階
（
ラ

に
あ
つ
て
は
当
該
防
火
対
象
物
の
階
（
ラ

ッ
ク
式
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
配
管
の
系
統
）
ご
と
に
床
面

か
ら
の
高

ッ
ク
式
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
配
管
の
系
統
）
ご
と
に
、
床
面
か
ら
の
高

さ
が
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
箇
所
に
、
特
定

さ
が
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
箇
所
に

施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
防
火
対
象
物
又

は
そ
の
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

四

自
動
警
報
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特

四

自
動
警
報
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し

定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
自
動
警
報
装
置

を
、
自
動
火
災
報
知
設
備
に
よ
り
警
報
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
は
音
響
警
報

、
自
動
火
災
報
知
設
備
に
よ
り
警
報
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
音
響
警
報

装
置
を
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

装
置
を

設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）



四
の
二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
用

四
の
二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
の
う
ち
小
区
画
型
ヘ
ッ
ド
を
用

い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
流
水
検
知
装
置
は
、
湿
式
の
も
の
と
す
る

い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
流
水
検
知
装
置
は
、
湿
式
の
も
の
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ

こ
と
。

て
は
、
流
水
検
知
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

四
の
三
～
四
の
五

（
略
）

四
の
三
～
四
の
五

（
略
）

五

呼
水
装
置
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
設

五

呼
水
装
置
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
設

け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に

け
る
こ
と
。

あ
つ
て
は
、
呼
水
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

五
の
二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

五
の
二

閉
鎖
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
の
配
管
の
末
端
に
は
、
流
水
検
知
装
置
又
は
圧
力
検
知
装
置
の
作
動
を

備
の
配
管
の
末
端
に
は
流
水
検
知
装
置
又
は
圧
力
検
知
装
置
の
作
動
を
試

試
験
す
る
た
め
の
弁
（
以
下
「
末
端
試
験
弁
」
と
い
う
。
）
を
次
に
定
め

験
す
る
た
め
の
弁
（
以
下
「
末
端
試
験
弁
」
と
い
う
。
）
を
次
に
定
め
る

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ

と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
で
そ
の
放
水
圧
力
及
び
放
水
量
を
測
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
末
端
試
験
弁
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

六
～
七

（
略
）

六
～
七

（
略
）

八

起
動
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

八

起
動
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

自
動
式
の
起
動
装
置
は
、
次
の

又
は

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

イ

自
動
式
の
起
動
装
置
は
、
次
の

又
は

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

こ
と
。



開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設



開
放
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
ヘ
ッ
ド
を
用
い
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
除
く
。
）
に

備

に

あ
つ
て
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
作
動
又
は
火
災
感
知

あ
つ
て
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
作
動
又
は
火
災
感
知



用
ヘ
ッ
ド
の
作
動
若
し
く
は
開
放
に
よ
る
圧
力
検
知
装
置
の
作
動
と

用
ヘ
ッ
ド
の
作
動
若
し
く
は
開
放
に
よ
る
圧
力
検
知
装
置
の
作
動
と

連
動
し
て
加
圧
送
水
装
置
及
び
一
斉
開
放
弁
を
起
動
す
る
こ
と
が
で

連
動
し
て
加
圧
送
水
装
置
及
び
一
斉
開
放
弁
を
起
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
受
信
機

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
受
信
機

若
し
く
は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
表
示
装
置
が
防
災
セ
ン
タ
ー
等

若
し
く
は
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
表
示
装
置
が
防
災
セ
ン
タ
ー
等

に
設
け
ら
れ
、
又
は
第
十
二
号
の
規
定
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
九

に
設
け
ら
れ
、
又
は
第
十
二
号
の
規
定
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
九

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
総

号
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
総

合
操
作
盤
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
火
災
時
に
直
ち
に
手
動
式

合
操
作
盤
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
火
災
時
に
直
ち
に
手
動
式

の
起
動
装
置
に
よ
り
加
圧
送
水
装
置
及
び
一
斉
開
放
弁
を
起
動
さ
せ

の
起
動
装
置
に
よ
り
加
圧
送
水
装
置
及
び
一
斉
開
放
弁
を
起
動
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



（
略
）



（
略
）

ロ

手
動
式
の
起
動
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ロ

手
動
式
の
起
動
装
置
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。



直
接
操
作
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
圧
送
水
装
置
及



直
接
操
作
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
圧
送
水
装
置
及

び
手
動
式
開
放
弁
又
は
加
圧
送
水
装
置
及
び
一
斉
開
放
弁
（
特
定
施

び
手
動
式
開
放
弁
又
は
加
圧
送
水
装
置
及
び
一
斉
開
放
弁

設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
手

動
式
開
放
弁
又
は
一
斉
開
放
弁
）
を
起
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

を
起
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

と
す
る
こ
と
。



（
略
）



（
略
）

八
の
二
・
九

（
略
）

八
の
二
・
九

（
略
）

十

配
管
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
（
特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ

十

配
管
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号

ン
ク
ラ
ー
設
備
に
あ
つ
て
は
、
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
準

の
規
定
に
準

じ
て
設
け
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

じ
て
設
け
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）



ハ

特
定
施
設
水
道
連
結
型
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
係
る
配
管
、
管
継

手
及
び
バ
ル
ブ
類
に
あ
つ
て
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
一
～
十
三

（
略
）

十
一
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
等
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
等
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

令
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

５

令
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
十
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は

又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は

煙
感
知
器
を
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知
器
又
は
熱
煙
複

煙
感
知
器
を
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知
器
又
は
熱
煙
複

合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
を
、
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知

合
式
ス
ポ
ッ
ト
型
感
知
器
を
、
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知

器
又
は
炎
感
知
器
を
、
第
五
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
炎
感
知
器
を
、

器
又
は
炎
感
知
器
を
、
第
五
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
炎
感
知
器
を
、

第
六
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知
器
、
熱
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

第
六
号
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
煙
感
知
器
、
熱
煙
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

感
知
器
又
は
炎
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

感
知
器
又
は
炎
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

６

令
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

６

令
第
二
十
一
条
第
一
項
（
第
十
号

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）



８

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
道
路
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分

８

令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
号

に
掲
げ
る
道
路
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分

に
は
、
そ
の
使
用
場
所
に
適
応
す
る
炎
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
は
、
そ
の
使
用
場
所
に
適
応
す
る
炎
感
知
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

９

（
略
）

９

（
略
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

（
自
動
火
災
報
知
設
備
に
関
す
る
基
準
の
細
目
）

第
二
十
四
条

自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

第
二
十
四
条

自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

受
信
機
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

二

受
信
機
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

Ｐ
型
一
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も

ヘ

Ｐ
型
一
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も

の
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
一
級
受
信
機
で

の
、
Ｐ
型
二
級
受
信
機
、
Ｐ
型
三
級
受
信
機
、
Ｇ
Ｐ
型
一
級
受
信
機
で

接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信

接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
、
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信

機
及
び
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
は
、
一
の
防
火
対
象
物
（
令
第
二
十
一
条

機
及
び
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
は
、
一
の
防
火
対
象
物
（
令
第
二
十
一
条

第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
に
係
る
階
に
あ
つ
て
は
、

第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号

に
係
る
階
に
あ
つ
て
は
、

当
該
階
）
に
つ
き
三
台
以
上
設
け
な
い
こ
と
。

当
該
階
）
に
つ
き
三
台
以
上
設
け
な
い
こ
と
。

ト

一
の
防
火
対
象
物
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
及

ト

一
の
防
火
対
象
物
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び

び
第
十
三
号
に
係
る
階
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
）
に
二
以
上
の
受
信
機

第
十
一
号

に
係
る
階
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
）
に
二
以
上
の
受
信
機

が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
受
信
機
の
あ
る
場
所
相
互
間

が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
受
信
機
の
あ
る
場
所
相
互
間

で
同
時
に
通
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

で
同
時
に
通
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

チ

Ｐ
型
二
級
受
信
機
及
び
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で

チ

Ｐ
型
二
級
受
信
機
及
び
Ｇ
Ｐ
型
二
級
受
信
機
で
接
続
す
る
こ
と
が
で



き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
は
、
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

き
る
回
線
の
数
が
一
の
も
の
は
、
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

で
延
べ
面
積
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十

で
延
べ
面
積
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一

三
号
に
係
る
階
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
の
床
面
積
）
が

号

に
係
る
階
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
の
床
面
積
）
が

三
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
設
け
な
い
こ
と
。

三
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
設
け
な
い
こ
と
。

リ

Ｐ
型
三
級
受
信
機
及
び
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
は
、
令
別
表
第
一
に
掲

リ

Ｐ
型
三
級
受
信
機
及
び
Ｇ
Ｐ
型
三
級
受
信
機
は
、
令
別
表
第
一
に
掲

げ
る
防
火
対
象
物
で
延
べ
面
積
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
号
に
係

げ
る
防
火
対
象
物
で
延
べ
面
積
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
係

る
階
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
の
床
面
積
）
が
百
五
十
平

る
階
に
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
階
の
床
面
積
）
が
百
五
十
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
設
け
な
い
こ
と
。

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
設
け
な
い
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）



消
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表
（
第
三
条
関
係
）

○

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
百
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法

正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害

者
支
援
施
設
（
主
と
し
て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限

者
支
援
施
設

る
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

」
と
あ
る
の
は
、
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
主
と
し

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

て
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
附
則
第

、
同
法
附
則
第

四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十

の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
（
肢

第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
施
設
（
肢

体
不
自
由
者
更
生
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ

体
不
自
由
者
更
生
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ

せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
視
覚
障
害
者
更
生
施
設
、
聴
覚
・
言
語
障
害
者
更

せ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
視
覚
障
害
者
更
生
施
設
、
聴
覚
・
言
語
障
害
者
更

生
施
設
又
は
内
部
障
害
者
更
生
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い

生
施
設
又
は
内
部
障
害
者
更
生
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い



者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
条
に
規
定

者
を
入
所
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
条
に
規
定

す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
及
び
同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害

す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
及
び
同
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害

者
授
産
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の

者
授
産
施
設
（
主
と
し
て
身
体
障
害
の
程
度
が
重
い
者
を
入
所
さ
せ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一

に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に

項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）

よ
る
改
正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）

第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く

第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
（
通
所
施
設
を
除
く

。
）
、
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
（
通
所

。
）
、
同
法
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
授
産
施
設
（
通
所

施
設
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通

施
設
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
二
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
通

勤
寮
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

勤
寮
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）


